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北本市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の   

一部改正について 

 

 北本市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を次

のように改正する。 
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北本市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部

を改正する条例 

 

北本市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例（平成２２

年条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１中「台原・西後「北部」地区地区整備計画区域」を「下石戸

一丁目・緑三丁目地区地区整備計画区域」に、「台原・西後「北部」地

区地区計画」を「下石戸一丁目・緑三丁目地区地区計画」に、「台原・

西後「南部」地区地区整備計画区域」を「下石戸一丁目地区地区整備計

画区域」に、「台原・西後「南部」地区地区計画」を「下石戸一丁目地

区地区計画」に、「下原・東原地区地区整備計画区域」を「緑四丁目・

下石戸五丁目地区地区整備計画区域」に、「下原・東原地区地区計画」

を「緑四丁目・下石戸五丁目地区地区計画」に改める。 

 別表第２の２台原・西後「北部」地区地区整備計画区域の表中「台

原・西後「北部」地区地区整備計画区域」を「下石戸一丁目・緑三丁目

地区地区整備計画区域」に、「台原・西後「北部」地区地区計画」を



「下石戸一丁目・緑三丁目地区地区計画」に改め、別表第２の３台原・

西後「南部」地区地区整備計画区域の表中「台原・西後「南部」地区地

区整備計画区域」を「下石戸一丁目地区地区整備計画区域」に、「台

原・西後「南部」地区地区計画」を「下石戸一丁目地区地区計画」に改

め、別表第２の４下原・東原地区地区整備計画区域の表中「下原・東原

地区地区整備計画区域」を「緑四丁目・下石戸五丁目地区地区整備計画

区域」に、「下原・東原地区地区計画」を「緑四丁目・下石戸五丁目地

区地区計画」に改める。 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 


